


表面の「ダイレクト納付を利用するには」を参考に、次の３ステップで事前準備を行ってください。

① ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座があることの確認 

② 利用者識別番号の取得 

③ ダイレクト納付利用届出書の提出 

※ 個人納税者の方はオンラインでも提出可能です。

次の手順で「e-Tax ソフト(WEB版)」を起動してください。 

1     ① e-Tax ホームページへアクセス 

② トップページの「ログイン」をクリック 

壱壱  ③ メッセージボックス確認画面から 

「e-Tax ソフト(ＷＥＢ版)」をクリック 

メインメニューが表示されるので「ログイン」をクリックします。 

（初めて利用する場合には、「環境チェック画面」が表示されるので、事前準備セットアップを 

行った後に「ログイン」をクリックしてください。） 

「利用者識別番号」と「暗証番号」を入力し、「ログイン」をクリックします。 

     徴収高計算書データを初めて e-Tax（ＷＥＢ版）で送信する場合、利用者情報の登録が必要に 

なります（1度登録すると、次回からの登録は不要となります。）。 

【e-Tax ホームページ】 

【メインメニュー】 【環境チェック画面※初めて利用する場合に表示】 

【ログイン画面】 

【メインメニューから利用者情報を登録】 

【法人名称等の入力画面】※法人の場合

【代表者情報の入力画面】 

必要事項を入力後、内
容確認の上、「登録」
をクリックします。 

⑤に続きます。 

ダイレクト納付手続 
マニュアル（詳細版） 
はこちら  ⇒⇒⇒ 



メインメニューで「申告・申請・納税」をクリックし、徴収高計算書データを作成します。 

※ 徴収高計算書データの作成画面は、書面の記入内容と同じ様式になっています。

入力内容及び提出先の税務署に誤りがないことを確認し、受付システムへ送信します。 

データの送信が完了すると「即時通知」が表示されるので、内容を確認後、「受信通知の確認」 

をクリックします。 

受信通知の「電子納税」欄から「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」を 

選択してください。 

    「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されるので、内容をご確認ください。

【申告・申請・納税画面】 【申告書等の作成画面】 

【受付システムへの送信画面】 【即時通知の確認画面】 

【受信通知画面】 【送信結果・お知らせ → メッセージボックス一覧】 

【入力内容の確認画面】 

e-Tax の操作に関する質問は、ヘルプデスク（℡0570-01-5901）へお問い合わせください。 

当日に納付する場合 

納付日を指定する場合 

納付日を指定して納付された方は、指定した 
期日の午前中にメッセージボックスの内容を 
ご確認ください。 

納付日を指定する場合は、指定した日の 
前日までに預貯金口座の残高をご確認く
ださい。 

！ 



 ダイレクト納付を利用するには 

○利用可能金融機関は国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。 

○e-Tax の利用開始届出書（「電子申告・ 

納税等開始届出書」）を税務署に提出 

することにより取得可能です。 

  ○e-Tax のホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）

からオンラインでの提出も可能です。 

○税理士に申告・納税手続を委託されている

場合には、提出前にダイレクト納付を利用

したい旨をお知らせ・ご相談ください。 

○利用する預貯金口座ごとに裏面の「国税 

ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税 

ダイレクト方式電子納税届出書」を税務署

にご提出いただくか（全納税者対応）、 

パソコン・スマホから e-Tax（ＷEB 版・

ＳＰ版）にログインし、入力画面に従って

必要事項を入力しオンライン提出してくだ

さい（個人納税者のみ）。 

  ○提出から利用可能となるまでに１か月程度

（オンライン提出の場合は１週間程度） 

かかります。

地方税共通納税システム 
○個人住民税(特別徴収分)も電子納税可能 

○全地方公共団体へ一括して電子納税可能 

 詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

(https://www.eltax.lta.go.jp)  
※ 国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ別々に 

必要となります。 

なお、地方税共通納税システムは、地方税共同機構が 

運営しています。 

ダイレクト納付を利用した予納制度
○確定申告により納付することが見込まれる金額

について、あらかじめ納付日や納付金額等を 

登録しておくことで、登録した納付日に振替 

により納付(予納)が可能 

○納付日や納付(予納)金額は、複数回に分けて 

登録が可能 

国税の

簡単・便利！ 

○金融機関や税務署の窓口に出向く必要が 

ありません 

○即時又は納付日を指定して納付（預貯金口座

からの自動引落し）することが可能 

○インターネットバンキングの契約が不要 

○電子証明書・ＩＣカードリーダライタが不要

○税理士が納税者に代わって納付手続を行う

ことが可能 

○複数の預貯金口座の利用が可能 

○課税期間中にあらかじめ登録した納付日・

 納付金額の振替納付（予納）が可能 
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ダイレクト納付利用可能金融機関 

に預貯金口座がある 

利用者識別番号を取得する 

※e-Tax の利用（ログイン）に必要な番号

ダイレクト納付利用届出書を提出する

利用方法など、詳細については、国税庁ホームページ
にある「国税の納付手続」をご確認ください。 

以下のe-Taxの利用可能時間内で、かつ、即時 

に納付される場合は、ご利用される金融機関の 

システムが稼働している時間となります。 

・火曜日～金曜日（休祝日及び 12 月 29 日～

１月３日を除きます。）は24時間 

・毎週月・土・日・祝日及び休祝日の翌稼働日

は８時30分～24時 

https://www.e-tax.nta.go.jp

利用開始の手続、e-Taxソフトの操作方法、 

よくある質問(Q&A)に関する最新の情報 

について、e-Taxホームページで詳しくお知 

らせしておりますのでご覧ください。 

e -Ta x ソ フ ト （ Ｗ Ｅ Ｂ 版 ）
を利用すれば・・・ 

『源泉所得税及復興特別所得税』の 

納付書の 

までをパソコンから簡単な操作で 
行うことができます！ 

スマホで手続を 

行う場合には、 

e-Tax ソフト(ＳＰ版)

をご利用ください。 

国税庁e-Taxキャラクター イータ君 １

２

３


